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市立中学校３年生の休業措置について 

 

 

市内学校において、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者等が増加していることを受けて、

学校保健安全法第２０条に基づき、私立高等学校入試を直前に控える生徒も多いことから、全て

の中学校３年生に対して、以下のとおり休業措置をとる。 

 

 

記 

 

 

〇休業期間 

  １月２６日（水）午後から２月１日（火）まで。 

 

 

〇補足事項 

・市が生徒に配付したタブレット端末を持ち帰らせ、健康観察や連絡、学習を

実施する。 

・入試前日の１月３１日（月）は、入試に係る指導を行うために、必要最小限

の時間登校させて指導をする場合がある。 

 

 

 

 

以上  
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